
園務用パソコンの賃貸借 仕様書

１．目的

市立保育所、こども園で使用している老朽化した園務用ノートパソコンの更新を行う。

２．事業名称

園務用パソコンの賃貸借

３．納入期限

令和７年１２月２６日

４．納入場所

葛城市長尾８５番地 葛城市役所當麻庁舎２階（予定）

（納入場所はすべて同じ場所）

５．賃貸借期間

賃貸借期間は令和８年１月１日から令和１２年１２月３１日までの６０カ月（地方

自治法に基づく長期継続契約による賃貸借）とする。

６．見積条件・請求方法

入札書には月額賃借料を税抜きで記載すること。

７．賃貸借条件・納入条件

(1) 料金算定にあたり、動産総合保険（地震・津波・噴火などの天災は対象外）の料金等

の必要経費も含めること。

(2) 賃貸借契約満了後の物件は無償譲渡とすること。

(3) 固定資産税は非課税とする。

(4) 既存機器の撤去は不要とする。

(5) 納入はメーカーからの直送も可能とする。

(6) 市の管理ラベルは市側で作成貼付するが、リース物件である表示ラベルの貼付が必要

な場合は、ラベルを用意すること。（貼付は市で行う）

(7)納品する端末には、指定する設定を事前に行うこと。作業はイメージ展開によること

としてもかまわない。想定している設定作業は次の通り。「ドメイン参加、端末名の変

更、端末ごとに指定するプリンタ設定、同時調達する Office ソフト・ウイルス対策ソ

フト・資産管理ソフトのインストール、Windows 等、個別にライセンス認証を行う必要

があるものについては個別に認証作業を行う」。なお、ネットワークへの接続は wifi に

よるものであり、IPアドレスは DHCP にて取得できる環境である。

(8) 機器は同一品かつ新品とし、中古品または再生品等でないこと。

(9) 法令が遵守された機器を導入すること。また、品質・耐久性と、サプライチェーン・

リスクに考慮した端末を選定すること。



(10) 機器は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に準拠したものであ

ること。

(11) 納入する機器の全てについて、必然的に必要となる物品については、仕様書記載の

有無にかかわらず、すべて納入すること。

(12) 初期不良品については、速やかに交換等の処置を行うこと。また、出荷後１年間は無

償の保証があること。

８．機器仕様および数量

機器の仕様は以下のとおり。数量は５０台とする。

※については必須ではない。

ＯＳ Windows11 Professional(64bit)日本語版

ＣＰＵ「 Intel Core i3（同等）以上

主記憶 8GB 以上

補助記憶 SSD 256GB 以上 (ｼｽﾃﾑ領域含)

ディスプレイ TFT 方式ワイド液晶ディスプレイ、15.6 インチ以上

光学ドライブ※ DVD スーパーマルチドライブ（内蔵式）

ＵＳＢポート数 Type-A 3 ポート以上

外部ディスプレイ出力 HDMI1 ポート以上

キーボード
日本語 JIS 配列キーボードであること。

タッチパッド、テンキー付キーボードであること。

マウス USB 接続でホイールスクロール機能付き光学式であること。

ネットワーク機能 1000BASE-T 対応

内蔵無線ＬＡＮ
IEEE802.11 b/g/a/n/ac/ax

Bluetooth 5.0 以上対応

バッテリー 着脱式のリチウムイオンバッテリーを内蔵すること。

カメラ HD Web カメラ内蔵（有効画素数約 92万画素以上）

サウンド機能
スピーカ及びマイクが内蔵されていること。

音声出力及び入力端子を有すること。

付属品 AC アダプター

Office ソフト Microsoft Office Standard 2024 を台数分用意すること


